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－ 国交省告示第 15 号 別添一より － 

１ 設計に関する標準業務 

三 工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務 

工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、実施設計の成果図書に基づ

き、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務

をいう。 

意図伝達等に関する標準業務の項目及び業務内容 

項     目 業務内容 

(1)設計意図を正確に伝えるための 

質疑応答、説明等 

工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質

疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工

者に対して行う。また、設計図書等の定めにより、設計意図

が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部

位等に係る施工図等の確認を行う。 

(2)工事材料、設備機器等の選定に関する

設計意図の観点からの検討、助言等 

設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに

合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、

形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行

い、必要な助言等を建築主に対して行う。 

 

 


